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令　和　７　年　第　３　回　（　６　月　）　定　例　会　議

（第 ３ 号）一 般 会 計 補 正 予 算
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◇　一　般　会　計 （第３号）

補正前予算額 126,650,196千円に730千円を追加し、

総額126,650,926千円とする。

◎　歳　入

○ 国庫支出金 730 千円

・ 参議院議員選挙委託金追加 730 千円

730 千円

◎　歳　出

○ 総務費 730 千円

◎ 参議院議員選挙執行事業 730 千円

730 千円

議案第69号資料

令 和 ７ 年 度 補 正 予 算 概 要

歳入合計

歳出の中の◎は、事業概要調書があるものを示しています。

歳出合計
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（単位：千円）

   予   算   額

会　　　計　　　名 補正前 補正後 比　　　較 備　　　　考

一 般 会 計 126,650,196 126,650,926 730

 ○令和７年度　補正予算比較表

-
 
3
 
-



款 項 目 01 ③市民参加の実施の有無とその内容

①事業の概要 (事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等)

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討）

⑤その他 (その他必要事項及び添付資料)

なし

　令和7年7月28日任期満了に伴う参議院議員通常選挙を執行予定であり、当該選挙
に係る投票管理者等の非常勤の特別職員の報酬については、国会議員の選挙等の執
行経費の基準に関する法律に準じて額を定めた所沢市非常勤の特別職員の報酬及び
費用弁償に関する条例に基づき支払を行っている。
　この度、同法の一部改正に伴い、国が負担する経費の基準が引き上げられたこと
を受け、本市の投票管理者等の報酬額について引き上げるため、予算額の不足分に
ついて増額するものである。

【積算根拠】
　〇投票管理者報酬
　　・投票管理者報酬増額分　　　　1,700円×　 62人＝105,400円
　　・期日前投票管理者報酬増額分  1,500円×延 30人＝ 45,000円
　〇投票立会人報酬
　　・投票立会人報酬増額分 　　　 1,500円×  248人＝372,000円
　　・期日前投票立会人報酬増額分  1,300円×延120人＝156,000円
　〇開票管理者報酬
　　・開票管理者報酬増額分        1,400円×延  2人＝  2,800円
　〇開票立会人報酬
　　・開票立会人報酬増額分        1,200円×延 40人＝ 48,000円

事  業  概  要  調  書

一般会計 選挙管理委員会事務局

2 4 2 説明 参議院議員選挙執行費

コード 721

根拠法令等 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

事業名 参議院議員選挙執行事業

事業費総額 ７３０ 千円

総合計画の体系
章

未来（あす）
を見つめたま
ちづくり

節

16 国庫支出金 参議院議員選挙委託金 730

市民参加・情
報共有

基
本
方
針

市民参加の推進

　投票立会人及び開票立会人が選挙人全体の公益代表として選出
され、投開票事務が適正かつ公平・公正に管理執行されるように
担保されている。

予算額(千円)

計④
事
業
費
及
び
そ
の
財
源
等

歳
　
入

款 款 名 称 科 目 名 称

開票管理者報酬

歳入

730

歳
　
　
　
出

節 細節 細 　節 　名 　称 予算額(千円)

1 07 投票管理者報酬 151

1 08 投票立会人報酬 528

1 09 3

1 10 開票立会人報酬 48

計 730

翌年度以降の見込み額　（現時点での概算額であり、今後変更もある）

令和8年度(千円) 令和9年度(千円) 令和10年度(千円)

　法令の改正に伴うものであり、他自治体においても同様に改正することが見込ま
れる。

歳出
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